
　行政相談は行政相談委員、人権相
談は人権擁護委員が担当します。
＊ 相談の際は事前にご連絡をお願い
します。

五所川原地区（行政相談）
▷７月14日㈭　10：00～12：00
▷７月28日㈭　10：00～12：00
　市役所１階相談室１Ａ
問い合わせ先…市民課　内線2320
金木地区（行政・人権合同相談）
▷７月13日㈬　10：00～12：00
　金木総合支所　相談室
問い合わせ先
　金木総合支所　内線3130
市浦地区（行政・人権合同相談）
▷７月５日㈫　10：00～12：00
　青森あすなろホール市浦
問い合わせ先
　市浦総合支所　内線4011
法務局人権相談
▷月曜日～金曜日（祝日を除く）
　8：30～17：15
　五所川原支局１階人権相談室
問い合わせ先
　青森地方法務局五所川原支局
　℡34－2330

　給与所得者（従業員）の個人住民税
については、地方税法の規定により、
給与支払者（事業主）が給与から特別
徴収（天引き）により納入することと
されています。
　このため、西北地域２市５町と西
北地域県民局県税部では、原則とし
てすべての事業主の方に特別徴収を
行っていただいていますので、ご理
解とご協力をお願いします。
個人住民税の特別徴収とは
　所得税の源泉徴収と同様に、事業
主が従業員に代わり、毎月支払う給

与から個人住民税を天引きし、納入
していただく制度です。
　ただし、個人住民税の特別徴収は、
市が従業員ごとの税額をお知らせし
ますので、所得税の源泉徴収のよう
な税額計算や年末調整の手間がかか
りません。
　また、従業員の方には、納め忘れ
がなく、納期が年12回のため普通徴
収の年４回に比べて１回当たりの納
付額が少なくなるといった納税の便
宜を図る目的があります。
問い合わせ先…税務課　内線2253

日時
　７月２日㈯～９月19日㈪（予定）
　 9：10～10：10�／�11：00～12：00
　13：40～14：40�／�15：30～16：30
＊毎週金曜日休館
＊９月は土・日・祝日のみ営業
利用料金…無料
注意事項
▷必ず受付手続きをお願いします。
▷�新型コロナ対策として利用は予約
制で、利用人数の制限があります。

▷�低温や悪天候の場合は休館します。
また、新型コロナ対策のため、休
館になることがあります。

問い合わせ先
　金木Ｂ＆Ｇプール　℡52－4025

　令和４年度の介護保険料の通知書
および納付書を７月上旬に発送しま
す。令和４年度介護保険料（基準額）
は令和３年度と変更ありません。
▷�所得段階に応じたそれぞれの介護
保険料については、特別徴収（年
金天引）の方には「特別徴収額決
定通知書」（はがき）に、普通徴収
（納付書による納付や口座振替）の
方には「納入通知書」（チラシ同封
の封書）に記載していますので、
これらでご確認ください。

▷�介護保険料を滞納すると督促手数
料や滞納期間に応じた延滞金が加

算されます。保険料は必ず納期限
までに納めましょう。
▷�新型コロナウイルス感染症の影響
などにより、所得や事業に著しい
損失を受けたことで納付が困難に
なられた方は徴収猶予を、生計維
持が困難な方は減免が受けられる
場合がありますので、ご相談くだ
さい。
▷�市役所から「介護保険料の還付金
がある」「ＡＴＭへ行ってくださ
い」と直接電話をすることはあり
ません。怪しいと思われる電話が
あった時は警察および介護福祉課
までご相談ください。
問い合わせ先
　介護福祉課　内線2443

　違法薬物となるあへんが含まれる
「不正けし」の栽培は法律で禁止さ
れています。
　しかし、昨年五所川原管内では、
県内で２番目となる2,470本もの不
正けしの栽培が発見されました。
　大半は知らずに栽培していたもの
ですが、不正けしは鑑賞目的でも栽
培が禁止されており、過去には検挙
事例もあります。
　次のような疑わしいけしを発見し
たら、五所川原保健所指導予防課ま
で通報をお願いします。
不正けし（ソムニフェルム種）の特徴
　葉・茎・つぼみは、キャベツのよ
うな白っぽい緑色をしていて、茎を
巻き込むような葉の形をしています。
　花の色は赤・ピンクなど、さまざ
まです。

問い合わせ先
　五所川原保健所　℡34－2108

行政・人権相談

人権擁護啓発メッセージ
（令和３年度人権教育より／三好小４～６年生）

『思っているだけでは伝わらない
気持ちがあっても行動しなければ
届かない　行動することが大切だ』

ぎ ょ う せ い

給与所得者の個人住民税は
すべて「特別徴収」となります

植えてはいけない「けし」
に注意！

金木Ｂ＆Ｇプールを開放します

介護保険料のお知らせ
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